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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板とはんだ付け接続されるＳＭＤ部品に用いられる接続部材であり、
　金属材料と、
　回路基板とのはんだ付け接続に用いられる実質的に積層状の接続エリアと、
　導電領域と
　を備え、
　前記金属材料は、他の金属材料によって一方の面のみがコーティングされ、鋼の片、線
、又はシートから金属片を打ち抜くことによって提供され、
　前記積層状の接続エリアは、縁領域を有し、
　はんだ付けによって回路基板と接続された状態ではんだフィレットが形成され、前記縁
領域が前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し実質的に平行に配置されるよう、
前記縁領域の少なくとも１つの部分が前記積層状の接続エリアから突出し、
　前記積層状の接続エリアは、前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し略垂直に
配置される縁領域を有し、
　いずれの前記縁領域についても少なくとも１つの部分が前記積層状の接続エリアから突
出し、
　前記縁領域と前記積層状の接続エリアは、前記一方の面のみが前記コーティングされた
鋼の片、線、又はシートから形成され、
　前記はんだフィレットは、前記縁領域における、前記回路基板と前記コーティングの間
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に形成される、
　接続部材。
【請求項２】
　前記縁領域が、前記積層状の接続エリアの上方に、前記金属材料の厚さの２０倍以下の
距離だけ突出する、請求項１に記載の接続部材。
【請求項３】
　前記縁領域が、前記積層状の接続エリアの上方に、前記金属材料の厚さの２倍以下の距
離だけ突出する、請求項１または２に記載の接続部材。
【請求項４】
　前記縁領域の部分が、前記積層状の接続エリアに対し、４５°から９０°傾いている、
請求項１から３のいずれか１項に記載の接続部材。
【請求項５】
　回路基板とはんだ付け接続されるＳＭＤ部品に用いられる接続部材を製造する方法であ
り、
　一方の面のみがコーティングされた鋼の片、線、又はシートを提供する段階と、
　前記鋼の片、線、又はシートから金属片を打ち抜く段階と、
　前記金属片を曲げ、導電領域および積層状の接続エリアを形成する段階と、
　前記積層状の接続エリア上に縁領域を形成する段階であって、前記縁領域のうちの一つ
が前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し略垂直に配置される、形成する段階と
　を備え、
　はんだ付けによって前記回路基板と接続された状態ではんだフィレットが形成され、前
記縁領域が前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し実質的に平行に配置されるよ
う、前記縁領域の少なくとも１つの部分が前記積層状の接続エリアから突出するよう形成
され、
　いずれの前記縁領域についても少なくとも１つの部分が前記積層状の接続エリアから突
出し、
　前記縁領域と前記積層状の接続エリアは、一方の面のみが前記コーティングされた前記
鋼の片、線、又はシートから形成され、
　前記はんだフィレットは、前記縁領域における、前記回路基板と前記コーティングの間
に形成される、
　方法。
【請求項６】
　前記縁領域を形成する段階は、曲げる段階を有する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記形成する段階および前記曲げる段階は、１つの段階である、請求項５または６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記形成する段階、前記曲げる段階および前記打ち抜く段階は、１つの段階である、請
求項５から７のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、表面実装型デバイス（ＳＭＤ）部品に用いられる接続部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＭＤ部品は回路基板上に容易に組み立てることが出来、かつ、容易にはんだ付けする
ことが出来るので、様々な製品に用いられている。
【０００３】
　ＳＭＤ技術において用いられる集積回路および電気機械部品は、表面にはんだ付けされ
る多数の接続部材を用いて実装される。
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【０００４】
　経済的に合理的な規模で製造するべく、これらの接続部材は従来、予備はんだされた、
鋼の片または線から一般的に製造されてきた。
【０００５】
　しかし、この手順には、切断の結果、少なくとも切断された縁の部分が予備はんだされ
ていない状態となり、それにより、安定したはんだ付けをするには、切断された縁の後処
理が必要となる、といった課題がある。
【０００６】
　さらに、追加の製造工程が必要となるということに加えて、各工程には一定レベルの欠
陥が伴う。
【０００７】
　特に、ガルバニックな表面の後処理では層厚さの制御が不十分となり、特定のエリアの
厚さが大きいなど、一般的により不均一な厚さの層が形成される。
【０００８】
　さらにガルバニックに形成された層におけるウィスカの形成を防ぐには、一般的にニッ
ケルの副層が必要となる。
【０００９】
　これらの課題のそれぞれが原因となり、結果的に全体としてより不安定なはんだ付け接
続がなされることとなる。つまり、ＳＭＤの接続箇所が（数ニュートンの）低い応力しか
吸収出来ないということである。この程度の応力は、温度要因および振動などによって容
易に部品に対してかかり得、剥離応力がかかり、よって、はんだ付け接続箇所の損傷へと
繋がる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　よって、本願発明は、独創的な方法により従来技術の１以上の課題を解決することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　これらの課題は、回路基板とはんだ付け接続されるＳＭＤ部品に用いられる接続部材に
よって解決される。接続部材は、金属材料を備え、当該金属材料は、他の金属材料によっ
て少なくとも部分的にコーティングされている。接続部材は、回路基板とのはんだ付け接
続に用いられる積層状接続エリアを備え、当該積層状接続エリアは、縁領域を有する。は
んだ付けによって回路基板と接続された状態ではんだフィレットが形成されるよう、縁領
域の少なくとも１つの部分が積層状接続エリアから突出する。
【００１２】
　本願発明のさらに他の実施形態では、接続部材は導電領域を備え、縁領域が積層状接続
エリア上の導電領域に対し略平行に配置される。
【００１３】
　本願発明のさらに他の実施形態では、縁領域が、積層状接続エリアの上方に、材料厚さ
の２０倍以下の距離だけ突出する。
【００１４】
　本願発明の他の実施形態では、縁領域が、積層状接続エリアの上方に、材料厚さの２倍
以下の距離だけ突出する。
【００１５】
　本願発明の他の実施形態では、縁領域の部分が、積層状接続エリアに対し、約４５°か
ら最大約９０°だけ傾いている。
【００１６】
　本願発明の他の実施形態では、接続部材は、積層状接続エリア上の導電領域に対し略垂
直に配置される縁領域を備える。
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【００１７】
　本願発明はさらに、上述した課題を方法によって解決する。　回路基板とはんだ付け接
続されるＳＭＤ部品に用いられる接続部材を製造する方法は、金属片を打ち抜く段階と、
金属片を曲げ、導電領域および積層状接続エリアを形成する段階と、積層状接続エリア上
に縁領域を形成する段階とを備え、はんだ付けによって回路基板と接続された状態ではん
だフィレットが形成されるよう、縁領域の少なくとも１つの部分が積層状接続エリアから
突出するよう形成される。
【００１８】
　本願発明の一実施形態では、縁領域を形成する段階は、曲げる段階を有する。
【００１９】
　本願発明の他の実施形態では、形成する段階および曲げる段階は、１つの段階である。
【００２０】
　本願発明の他の実施形態では、形成する段階、曲げる段階および打ち抜く段階は、１つ
の段階である。
【００２１】
　以下において、好ましい実施形態を説明することにより、本願発明をより詳細に説明す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、ＳＭＤの接続部材を製造する方法を示す図である。
【図２】図２は、従来技術の接続部材を用いたはんだ付け処理を示す図である。
【図３】図３は、本願発明の第１実施形態の接続部材を用いたはんだ付け処理を示す図で
ある。
【図４】図４は、本願発明の第２実施形態の接続部材を用いたはんだ付け処理を示す図で
ある。
【図５】図５は、本願発明の第３実施形態の接続部材を用いたはんだ付け処理を示す図で
ある。
【図６】図６は、本願発明の製造方法を示す概略フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、従来技術によって製造される接続部材を示す。この接続部材は、典型的には、
コーティング１をされた大きなサイズのシート２から矢印Ｓの方向に打ち抜かれたもので
ある。図面からわかるように、切断縁にはほとんどコーティング１が施されていない。
【００２４】
　打ち抜きの方向によっては切断縁にもコーティング１が施されていることもあるかもし
れないが、この場合であっても求められる品質を満たすには不十分であり、特に、ＩＥＣ
　６００６８－２－５８などの規格を満たすには不十分である。
【００２５】
　よって、コーティングされていない切断縁をはんだ付けした場合、強度が一般的に不十
分となるので、従来は、例えば切断縁の少なくとも一部の表面を後処理することにより、
加熱予備はんだによる、またはガルバニックに再溶融されたすず（Ｓｎ）によって施され
るコーティング１を補う必要が常にあった。
【００２６】
　このことは図２において明らかに示されている。図２では、はんだ付け接続箇所の前面
５は、側面４、６とは対照的に、後処理されていない。
【００２７】
　対照的に、本願発明の接続部材では、はんだ付けによって回路基板３と接続した状態で
はんだフィレットが縁領域４、５、６に形成されるように、積層状接続エリアの縁領域の
少なくとも１つの部分が突出している。ここでは詳細に示されていないが、はんだフィレ
ットは、湾曲縁の裏面にも形成される。
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【００２８】
　このことは特に、例えば図３に示した、トラフ状の実施形態において明らかである。こ
こで、積層状接続エリア７に対しトラフが形成されるように縁領域４、５、６が変形して
いる。
【００２９】
　接続部材が回路基板３に載置され、適切に加熱されると、トラフ状の実施形態では高さ
の大きなはんだフィレットが形成されるので、効果的なはんだ付け箇所が形成される。
【００３０】
　縁領域４、５、６に沿ったはんだフィレットの形成は、図３の中央の斜視図および右側
の平面図において明らかである。
【００３１】
　はんだ付け接続箇所の強度を決定づけるのは、はんだフィレットの形成およびその大き
さである。よって、本願発明によれば、従来技術で可能であったよりもさらに強度の高い
接続とすることが出来る。さらに、本願発明によれば、本願発明を用いなければ必要であ
り、欠陥が発生する要因となる少なくとも１つの後処理工程を省略することが可能であり
、よって、本発明によれば、製造コストを低減できる接続部材を提供できる。
【００３２】
　図４に、他の実施形態を示す。本願発明の接続部材では、はんだ付けによって回路基板
３と接続した状態ではんだフィレットが縁領域４、６に形成されるように、積層状接続エ
リアの縁領域の少なくとも１つの部分が突出している。
【００３３】
　この場合、積層状接続エリア７に対し、Ｕ字が形成されるよう縁領域４、６が変形して
いる。
【００３４】
　図５に、さらに他の実施形態を示す。本願発明の接続部材では、はんだ付けによって回
路基板３と接続した状態ではんだフィレットが縁領域４、６に形成されるように、積層状
接続エリアの縁領域の少なくとも１つの部分が突出している。
【００３５】
　この場合、積層状接続エリア７に対し、Ｕ字が形成されるよう縁領域４、６が変形して
いる。
【００３６】
　図３～５に示す実施形態に限定されず、縁領域の部分が他の適切な形状を有し得ること
が当業者には明らかであろう。
【００３７】
　図３～５から明らかなように、接続部材はさらに、導電領域８を含む。
【００３８】
　示される実施形態においては、縁領域４、６は、積層状接続エリア７上の導電領域８に
対して略平行に配置されている。
【００３９】
　他の形状の接続エリア、およびそれに関連付けられた縁領域も当然ながら考えられるが
、ＳＭＤ部品に複数の接続部材が並べて配置される場合、縁領域はそれぞれ略平行に配置
されるのが好ましいことがわかっている。
【００４０】
　接続部材の寸法は、必要条件に合わせて選択される。
【００４１】
　例えば、寸法は、はんだ付けの技術者の観点から実質的に選択され、はんだフィレット
の高さが深さに実質的に対応するような寸法とされる。この場合、縁領域は、積層状接続
エリア７の上方に金属シート２の材料厚さの約０．２５～２倍の距離だけ突出する。
【００４２】
　他の実施形態では、寸法は単純な屈曲で済むので、機械工の観点から、距離が実質的に
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必要となりうる。この場合であっても、切断面４、５、６の焼き戻し後処理は必要ではな
い。
【００４３】
　この場合、縁領域は、積層状接続エリア７の上方に金属シート２の材料厚さの約０．２
５～２０倍の距離だけ突出する。
【００４４】
　寸法は、上述した両方の観点から選択されてもよく、この場合、両方の観点からの合理
的な判断に基づいて寸法が選択される。
【００４５】
　図３および５の実施形態においては、積層状接続エリア７に対し、縁領域４、６の部分
が約９０°だけ傾いている。図３では、縁領域５も積層状接続エリア７に対し、約９０°
だけ傾いている。
【００４６】
　図４の実施形態では、積層状接続エリア７に対し、縁領域４、６の部分が、約４５°だ
け傾いている。
【００４７】
　これらの角度は、縁領域の末端部の傾きを指しており、縁領域が湾曲している実施形態
を本願発明および特許請求の範囲が含むことは明らかである。
【００４８】
　図３に関連して説明したように、はんだ付けによって回路基板３と接続した状態ではん
だフィレットが形成されるように、縁領域５も、積層状接続エリア７から突出するように
設計されてもよい。この縁領域５は、積層状接続エリア７上の導電領域８に対し略垂直に
配置される。
【００４９】
　図６は、回路基板３とはんだ付け接続されるＳＭＤ部品に用いられる接続部材を製造す
る、本願発明の方法を示すフロー図である。
【００５０】
　段階１００において、金属片１、２が打ち抜かれる。
【００５１】
　段階２００において、金属片１、２が曲げられ、導電領域８および積層状接続エリア７
が形成される。
【００５２】
　段階３００において、積層状接続エリア７に縁領域４、５、６が形成される。このとき
、はんだ付けによって回路基板３と接続した状態ではんだフィレットが形成されるよう、
縁領域４、５、６のうち少なくとも１つの部分が積層状接続エリア７から突出する。
【００５３】
　本方法の一実施形態において、縁領域４、５、６を形成する段階３００は、曲げる段階
を含む。
【００５４】
　さらに他の実施形態において、形成する段階３００および曲げる段階２００は、１つの
段階として実行される。
【００５５】
　さらに他の実施形態において、形成する段階３００、曲げる段階２００および打ち抜く
段階１００は、１つの段階として実行される。
【符号の説明】
【００５６】
　１　コーティング、２　金属材料、３　回路基板、４、５、６　縁領域、７　積層状接
続エリア、８　導電領域
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